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           質     疑            回     答 

 

[心臓機能障害] 

 

 

 

１．先天性心疾患による心臓機能障害をもつ

者が、満 18 歳以降に新規で手帳申請した

場合、診断書及び認定基準は、それぞれ「18

歳以上用」と「18 歳未満用」のどちらを用

いるのか。 

 

 それぞれ「18 歳以上用」のものを使うこ

とが原則であるが、成長の度合等により、

「18 歳以上用」の診断書や認定基準を用い

ることが不適当な場合は、適宜「18 歳未満

用」により判定することも可能である。 

 

２．更生医療によって、大動脈と冠動脈のバ

イパス手術を行う予定の者が、身体障害者

手帳の申請をした場合は認定できるか。ま

た急性心筋梗塞で緊急入院した者が、早い

時期にバイパス手術を行った場合は、更生

医療の申請と同時に障害認定することは

可能か。 

 

 

 

 心臓機能障害の認定基準に該当するもの

であれば、更生医療の活用の有無に関わり

なく認定可能であるが、更生医療の適用を

目的に、心疾患の発生とほぼ同時に認定す

ることは、障害固定後の認定の原則から適

当ではない。 

 また、バイパス手術の実施のみをもって

心臓機能障害と認定することは適当ではな

い。 

 

３．18 歳以上用の診断書の「３ 心電図所見」

の「シ その他の心電図所見」及び「ス 

不整脈のあるものでは発作中の心電図所

見」の項目があるが、認定基準及び認定要

領等にはその取扱いの記載がないが、これ

らの検査データはどのように活用される

のか。 

 

４．ペースメーカを植え込みしたもので、 

「自己の身辺の日常生活活動が極度に制

限されるもの」(１級)、「家庭内での日常

生活活動が著しく制限されるもの」 

(３級)、「社会での日常生活活動が著しく

制限されるもの」(４級)はどのように判断

するのか。 

 

 

 

 診断医が、「活動能力の程度」等につい

て判定する際の根拠となり得るとの理由か

ら、シ、スの２項目が加えられており、必

要に応じて当該検査を実施し、記載するこ

ととなる。 

 

 

 

（１）植え込み直後の判断については、次

のとおりとする。 

「自己の身辺の日常生活活動が極度に

制限されるもの」(１級)とは、日本循環

器学会の「不整脈の非薬物治療ガイドラ

イン」(2011年改訂版)のクラスⅠに相当

するもの、又はクラスⅡ以下に相当する

ものであって、身体活動能力（運動強度

：メッツ）の値が２未満のものをいう。 

 「家庭内での日常生活活動が著しく制

限されるもの」(３級)とは、同ガイドラ 
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           質     疑            回     答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ペースメーカを植え込みした者、又は人

工弁移植、弁置換を行った者は、18 歳未

満の者の場合も同様か。 

 

 

 

 

インのクラスⅡ以下に相当するものであ

って、身体活動能力（運動強度：メッツ

）の値が２以上４未満のものをいう。 

「社会での日常生活活動が著しく制限さ

れるもの」(４級)とは、同ガイドライン

のクラスⅡ以下に相当するものであっ

て、身体活動能力（運動強度：メッツ）

の値が４以上のものをいう。 

（２）植え込みから３年以内に再認定を行

うこととするが、その際の判断について

は次のとおりとする。 

「自己の身辺の日常生活活動が極度に

制限されるもの」(１級)とは、身体活動

能力（運動強度：メッツ）の値が２未満

のものをいう。 

「家庭内での日常生活活動が著しく制

限されるもの」(３級)とは、身体活動能

力（運動強度：メッツ）の値が２以上４

未満のものをいう。 

「社会での日常生活活動が著しく制限

されるもの」(４級)とは、身体活動能力

（運動強度：メッツ）の値が４以上のも

のをいう。 

 

先天性疾患によりペースメーカを植え込

みした者は、１級として認定することとし

ており、その先天性疾患とは、18歳未満で

発症した心疾患を指すこととしている。し

たがって、ペースメーカを植え込みした18

歳未満の者は１級と認定することが適当で

ある。 

 

 

 

 

６．体内植込み（埋込み）型除細動器（ＩＣ

Ｄ）を装着したものについては、ペースメ

ーカを植え込みしているものと同様に取 

また、弁移植、弁置換術を行った者は、

年齢にかかわらずいずれも１級として認定

することが適当である。 

 

同様に取り扱うことが適当である。 
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           質     疑            回     答 

り扱うのか。 

 

７．発作性心房細動のある「徐脈頻脈症候群」

の症例にペースメーカを植え込んだが、そ

の後心房細動が恒久化し、事実上ペースメ

ーカの機能は用いられなくなっている。こ

の場合、再認定等の際の等級は、どのよう

に判定するべきか。 

 

 

 

 

 

 

８．人工弁移植、弁置換に関して、 

ア．牛や豚の弁を移植した場合も、人工弁

移植、弁置換として認定してよいか。 

イ．また、僧帽弁閉鎖不全症により人工弁

輪移植を行った場合も、アと同様に認定

してよいか。 

ウ．心臓そのものを移植した場合は、弁移

植の考え方から１級として認定するの

か。 

 

 

 

 

９．本人の肺動脈弁を切除して大動脈弁に移

植し、切除した肺動脈弁の部位に生体弁

（牛の弁）を移植した場合は、「人工弁移

植、弁置換を行ったもの」に該当すると考

えてよいか。 

 

１０．肺高血圧症に起因する肺性心により、

心臓機能に二次的障害が生じた場合、検査

所見及び活動能力の程度が認定基準に該

当する場合は、心臓機能障害として認定で

きるか。 

 

 

認定基準の 18 歳以上の１級の（イ）「ペ

ースメーカを植え込み、自己の身辺の日常

生活活動が極度に制限されるもの、先天性

疾患によりペースメーカを植え込みしたも

の」、３級の（イ）「ペースメーカを植え込

み、家庭内での日常生活活動が著しく制限

されるもの」及び４級の（ウ）「ペースメー

カを植え込み、社会での日常生活活動が著

しく制限されるもの」の規定には該当しな

いものとして、その他の規定によって判定

することが適当である。 

 

ア．機械弁に限らず、動物の弁（生体弁）

を移植した場合も同様に取り扱うことが

適当である。 

イ．人工弁輪による弁形成術のみをもって、

人工弁移植、弁置換と同等に取り扱うこ

とは適当ではない。 

ウ．心臓移植後、抗免疫療法を必要とする

期間中は、１級として取り扱うことが適

当である。 

  なお、抗免疫療法を要しなくなった後、

改めて認定基準に該当する等級で再認定

することは適当と考えられる。 

 

肺動脈弁を切除した部位に新たに生体弁

を移植していることから、１級として認定

することが可能である。 

 

 

 

二次的障害であっても、その心臓機能の

障害が認定基準に該当し、かつ、永続する

ものであれば、心臓機能障害として認定す

ることが適当である。 
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           質     疑            回     答 

 

[じん臓機能障害] 

 

 

 

１．慢性透析療法実施前の医療機関から転院

した後に透析療法を開始した場合等で、手

帳申請時の診断書に「透析療法実施前のク

レアチニン濃度等は不明」と記載されてい

る場合は、どのように等級判定するのか。 

 

 

 

 

 

 すでに透析療法が実施されている者の場

合は、透析療法開始直前の検査所見による

こととなっており、転院した者であっても

これらの検査所見は保存されているはずで

あり、確認することが必要である。 

 なお、やむを得ず透析療法開始前の検査

所見が得られない事情のある場合は、次回

透析日の透析実施直前における検査所見等

を用いることが適当である。 

 

２．血清クレアチニン濃度に着目してじん機

能を判定できるのは、主として慢性腎不全に

よるものであり、糖尿病性じん症の場合は、

血清クレアチニン濃度が８㎎/dl未満であっ

ても自己の身辺の日常生活活動が極度に制

限される場合があるが、この場合の等級判定

はどのように取り扱うのか。 

 

 

 

糖尿病性じん症等、じん臓機能障害以外

の要因によって活動能力が制限されている

場合であっても、認定基準のとおり、血清

クレアチニン濃度が８㎎/dlを超えるもの

又は内因性クレアチニンクリアランス値が

１０ml/分未満のものでなければ１級とし

て認定することは適当ではない。 

 

３．すでにじん移植手術を受け、現在抗免疫

療法を継続している者が、更生医療の適用

の目的から新規にじん臓機能障害として

手帳の申請をした場合、申請時点での抗免

疫療法の実施状況をもって認定してよい

か。 

 

 じん移植を行ったものは、抗免疫療法の

継続を要する期間は、これを実施しないと

再びじん機能の廃絶の危険性があるため、 

抗免疫療法を実施しないと仮定した状態を

想定し、１級として認定することが適当で

ある。 

４．じん臓機能障害で認定を受けていたもの

が、じん臓移植によって日常生活活動の制

限が大幅に改善された場合、手帳の返還あ

るいは再認定等が必要となるのか。 

 

 

 

 

 

移植後の抗免疫療法を継続実施している

間は１級として認定することが規定されて

おり、手帳の返還や等級を下げるための再

認定は要しないものと考えられる。 

 ただし、抗免疫療法を要しなくなった後、

改めて認定基準に該当する等級で再認定す

ることは考えられる。 
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           質     疑            回     答 

 

[呼吸器機能障害] 

 

 

 

１．一般的に認定基準に関する検査数値と活

動能力の程度に差がある場合は、検査数値

を優先して判定されることとなっている

が、この検査数値間においても、予測肺活

量１秒率と動脈血 O２分圧のレベルに不均

衡がある場合は、どのように取り扱うの

か。 

  また、診断書の CO２分圧や pH 値に関して

は、認定基準等では活用方法が示されてい

ないが、具体的にどのように活用するの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 換気機能障害を測るための予測肺活量１

秒率と、ガス交換機能障害を測るための動

脈血 O２分圧との間には、相当程度の相関関

係があるのが一般的である。しかしながら

このような数値的な食い違いが生じる場合

もあり、こうした場合には、予測肺活量１

秒率の方が動脈血 O２分圧よりも誤差を生じ

やすいことにも配慮し、努力呼出曲線など

の他のデータを活用したり、診断書の CO２

分圧や pH 値の数値も参考にしながら、医学

的、総合的に判断することが適当である。 

 なお、等級判定上、活動能力の程度が重

要であることは言うまでもないが、認定の

客観性の確保のためには、各種の検査数値

についても同様の重要性があることを理解

されたい。 

２．原発性肺高血圧症により在宅酸素療法を

要する場合、常時の人工呼吸器の使用の有

無にかかわらず、活動能力の程度等により

呼吸器機能障害として認定してよいか。 

 

 

  原発性肺高血圧症や肺血栓塞栓症などの

場合でも、常時人工呼吸器の使用を必要と

するものであれば、呼吸器機能障害として

認められるが、在宅酸素療法の実施の事実

や、活動能力の程度のみをもって認定する

ことは適当ではない。 

 

３．肝硬変を原疾患とする肺シャントによ

り、動脈血 O２分圧等の検査値が認定基準を

満たす場合は、二次的とはいえ呼吸器機能

に明らかな障害があると考えられるため、

呼吸器機能障害として認定できるか。 

 

 

 

  肺血栓塞栓症や肺シャントなどの肺の血

流障害に関しては、肺機能の障害が明確で

あり、機能障害の永続性が医学的、客観的

所見をもって証明でき、かつ、認定基準を

満たすものであれば、一次疾患が肺外にあ

る場合でも、呼吸器機能障害として認定す

ることが適当である。 

 

４．重度の珪肺症等により、心臓にも機能障

害（肺性心）を呈している場合、呼吸器機

能障害と心臓機能障害のそれぞれが認定 

 

 肺性心は、肺の障害によって右心に負担

がかかることで、心臓に二次的障害が生じ

るものであり、心臓機能にも呼吸器機能に 
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           質     疑            回     答 

基準に該当する場合、次のどの方法で認定

するべきか。 

ア．それぞれの障害の合計指数により、重

複認定する。 

イ．一連の障害とも考えられるため、より

重度の方の障害をもって認定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も障害を生じる。 

 しかし、そのために生じた日常生活の制

限の原因を「心臓機能障害」と「呼吸器機

能障害」とに分けて、それぞれの障害程度

を評価し、指数合算して認定することは不

可能であるため、原則的にはイの方法によ

って判定することが適当である。 

 このような場合、臨床所見、検査数値な

どがより障害の程度を反映すると考えられ

る方の障害（「心臓機能障害」又は「呼吸

器機能障害」）用の診断書を用い、他方の

障害については、「総合所見」及び「その

他の参考となる合併症状」の中に、症状や

検査数値などを記載し、日常の生活活動の

制限の程度などから総合的に等級判定する

ことが適当である。 

 

５．呼吸器機能障害において、 

ア．原発性肺胞低換気症候群によって、夜

間は低酸素血症がおこり、著しく睡眠が

妨げられる状態のものはどのように認

定するのか。 

イ．中枢型睡眠時無呼吸症候群などの低換

気症候群により、睡眠時は高炭酸ガス血

症（低換気）となるため、人工呼吸器の

使用が不可欠の場合はどのように認定

するのか。 

 

 

 

 

 

 これらの中枢性の呼吸機能障害は、呼吸

筋や横隔膜などのいわゆる呼吸器そのもの

の障害による呼吸器機能障害ではないが、

そうした機能の停止等による低酸素血症が

発生する。しかし、低酸素血症が夜間のみ

に限定される場合は、常時の永続的な低肺

機能とは言えず、呼吸器機能障害として認

定することは適当ではない。 

 一方、認定基準に合致する低肺機能の状

態が、１日の大半を占める場合には認定可

能であり、特に人工呼吸器の常時の使用が

必要な場合は、１級として認定することが

適当である。 

６．動脈血 O２分圧等の検査数値の診断書記入

に際して、酸素療法を実施している者の場

合は、どの時点での測定値を用いるべき

か。 

 認定基準に示された数値は、安静時、通

常の室内空気吸入時のものである。 

 したがって診断書に記入するのは、この

状況下での数値であるが、等級判定上必要

と考えられる場合は、さらに酸素吸入時あ

るいは運動直後の値などを参考値として追

記することは適当と考えられる。 
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           質     疑            回     答 

７．肺移植後、抗免疫療法を必要とする者に

ついて、手帳の申請があった場合はどのよ

うに取り扱うべきか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 肺移植後、抗免疫療法を必要とする期間

中は、肺移植によって日常生活活動の制限

が大幅に改善された場合であっても１級と

して取り扱う。 

 なお、抗免疫療法を要しなくなった後、

改めて認定基準に該当する等級で再認定す

ることは適当と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

質     疑       回     答 

 

[ぼうこう又は直腸機能障害] 

 

 

１．尿路変向(更)のストマについて、 

ア．じん瘻やぼうこう瘻によるストマも対

象となると考えてよいか。 

イ．また、一方のじん臓のみの障害で尿路

変向(更)している場合や、ぼうこうを摘

出していない場合であっても認定でき

るか。 

 

 

ア．診断書にも例示しているとおり、じん

瘻、じん盂瘻、尿管瘻、ぼうこう瘻、回

腸(結腸)導管などを、認定の対象として

想定している。 

イ．いずれの場合においても、永久的にス

トマ造設したものであれば、認定の対象

として想定している。 

 

２．ストマの「永久的な造設」とは、どのく

らいの期間を想定しているのか。 

  また、永久的に造設されたものであれ

ば、ストマとしての機能は問わないと考え

てよいか。 

 

 

 半永久的なもので、回復する見込がほと

んど無いものを想定している。 

 また、認定の対象となるストマは、排尿、

排便のための機能を維持しているものであ

り、その機能を失ったものは対象としない

ことが適当である。 

 

３．長期のストマ用装具の装着が困難となる

ようなストマの変形としては、具体的にど

のようなものが例示できるのか。 

 

 ストマの陥没、狭窄、不整形の瘢痕、ヘ

ルニアなどを想定している。 

 

 

４．「治癒困難な腸瘻」において、「ストマ

造設以外の瘻孔(腸瘻)」には、ちつ瘻も含

まれると考えてよいか。 

 

 腸内容の大部分の洩れがあるなど、認定

基準に合致する場合は、認定の対象とする

ことが適当である。  

 

５．「高度の排尿又は排便機能障害」の対象

となるものについて、 

ア．認定基準によると、事故などによる脊

髄損傷は、「高度の排尿又は排便機能障

害」の対象とはなっていないが、厳密に

は先天性疾患とは言えない脳性麻痺に

ついても、対象とはならないものと考え

てよいか。 

イ．「直腸の手術」には、子宮摘出などの

腹腔内手術全般が含まれると考えてよ

いか。 

 

ア．脊髄損傷や脳性麻痺などは、この障害

の認定対象としては想定していない。 

イ．「直腸の手術」とは、主としてストマ

造設等に伴って、神経叢に影響を与える

ような直腸の手術を想定しており、腹腔

内の手術全般によるものまでは想定して

いない。 
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質     疑 回     答 

 

６．「高度の排尿機能障害」において、診断

書では「排尿機能障害の状態・対応」欄に

「完全尿失禁」の選択肢があるが、認定基

準上では完全尿失禁に関する記述がない

のは、認定の対象とはならないか、あるい

は異なる取扱いをすることを意味するの

か。 

 

 

 

 

 

 

 完全尿失禁とは、「カテーテル留置又は

自己導尿の常時施行を必要とする状態」に

あるものが、何らかの理由でこれらの対応

が取れない場合に結果として生じる状態で

あり、障害の状態像としては認定基準の規

定に含まれるものである。 

 また、診断書に選択肢として挙げられて

いるのは、認定要領の規定(1-(2)-ｱ)におけ

る「カテーテル留置や自己導尿の常時施行

の有無等の状態・対応」の「等」を例示し

たものである。 

７．直腸癌の切除のため、直腸低位前方切除

術を行った症例で、腸管は吻合されたため

ストマの造設は伴わなかったが、癌が神経

叢にも転移しており、術後に「高度の排尿

機能障害」が生じた。この場合、「高度の

排尿機能障害」のみをもって４級と認定で

きるのか。 

 ６か月間の経過観察の後、認定基準に合

致する高度の排尿機能障害の永続性が確認

された場合には、４級として認定可能であ

る。 

 

  

 

 

８．小腸肛門吻合術については、６か月を経

過した後に認定基準の規定を満たすもの

であれば認定の対象となるが、「小腸肛門

管吻合術」に対しても同様に取り扱ってよ

いか。 

 

 

９．認定基準１級の規程文中においてのみ、

「・・・次のいずれかに該当し、かつ、自

己の身辺の日常生活活動が極度に制限さ

れるもの」というように、日常生活活動の

制限の程度の規定が併記されているが、他

の３、４級の規定文中にはこうした記載が

ないのは、３、４級においては基準上の各

項目に合致するものであれば、日常生活活

動の制限の程度は問わないものと理解し

てよいか。 

 

 一般的に、小腸肛門吻合術では肛門括約

筋が機能しなくなるため、括約筋の機能が

残存する小腸肛門管吻合術とは、術後の状

態に相当の機能レベルの差が生じることか

ら、両者を同等に取り扱うことは適当では

ない。 

 

認定基準及び認定要領は、障害程度等級

表の規定に基づき、具体的に項目設定した

ものであることから、いずれの等級におい

ても、このような日常生活活動の制限の程

度を参照しながら判定することは、前提条

件と考えられる。 

 なお、診断書の様式中には特に記入欄は

設けていないが、特記の必要に応じて、総

括表の総合所見欄に記載することが適当で

ある。  
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           質     疑            回     答 

また、診断書様式中には、こうした制限

の程度に関する記載欄がないが、記載が必

要な場合はどこに記載するのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


